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株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ 

 

  当社は、平成 23 年 8 月 23 日開催の取締役会において、以下のとおり、株式分割及び株式分割

に伴う定款の一部変更を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

Ⅰ．株式分割 
１.株式分割の目的 

   当社株式の流動性の向上と株主還元を目的としております。 

 

２．株式分割の概要 

（1）分割の方法 

   平成 23 年 9 月 30 日（金曜日）最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式

1株につき、1.5 株の割合をもって分割いたします。ただし、分割の結果生ずる 1株未満の端

数株式は、これを一括売却又は買受し、その処分代金を端数の生じた株主に対し、その端数

に応じて分配いたします。 

 

（2）分割により増加する株式数 

① 株式分割前の発行済式総数 30,328,318 株 

② 今回の分割により増加する株式数 15,164,159 株 

③ 株式分割後の発行済株式総数 45,492,477 株 

 

（3）日程 

① 取締役会決議日 平成 23 年 8 月 23 日 （火曜日） 

② 基準日公告日 平成 23 年 9 月 13 日 （火曜日） 

③ 基準日 平成 23 年 9 月 30 日 （金曜日） 

④ 効力発生日 平成 23 年 10 月 1 日 （土曜日） 

 

（4）その他 

   今回の株式分割に際しましては、資本金の額の変更はありません。 

 

（5）配当に関する基本方針について 

   当社は、株主の皆様への利益配分につきましては、1株につき年間 12 円の配当を継続的に

行ってまいりました。平成 24 年 3 月期の剰余金の配当につきましても、今回の株式分割に伴

う調整は行わず、株主の皆様への利益還元を継続して充実させていくことを目的として、1

株につき年間 12 円の配当を行う方針であります。 



（6）株主優待制度について 

   当社は、毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の株主様を対象に株主優待割引券を所有株式数

に応じて贈呈しておりますが、今回の株式分割に伴う贈呈基準の変更はありません。 

 

Ⅱ．定款の一部変更 

１．定款変更の理由 

   今回の株式分割に伴い、会社法第 184 条第 2 項の規定に基づき、平成 23 年 8 月 23 日開催

の取締役会決議により、平成 23 年 10 月 1 日（土曜日）付をもって当社定款第 5 条（発行可

能株式総数）を変更するものであります。 

２．定款変更の内容 

 （変更部分は下線で示しております） 
現行定款 変更後 

（発行可能株式総数） 
第５条 当会社の発行可能株式総数は、 

５２，４１６，０００株とする。 

（発行可能株式総数） 
第５条 当会社の発行可能株式総数は、 

７８，６２４，０００株とする。 
 
３．日程 

① 定款変更の取締役会決議日 平成 23 年 8 月 23 日 （火曜日） 

② 定款変更の効力発生日 平成 23 年 10 月 1 日 （土曜日） 

以 上 
 


